
八
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第

一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
資
格
、
標
準
報
酬
又
は
保
険
料
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
銀
行
、
信
託
会
社
そ
の
他
の
機
関
に
対
し
、
第

一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
又
は
第

一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
収
入
の
状
況
そ
の
他
の
事
項
に
つ
き
、
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第

百
条
の
二
第
六
項
関
係
）

九
　
脱
退

一
時
金
の
支
給
の
請
求
に
つ
い
て
、
再
入
国
の
許
可
を
受
け
て
日
本
を
出
国
し
た
者
は
、
当
該
再
入
国
の
許
可
を

受
け
て
い
る
間
、
そ
の
請
求
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（附
則
第
二
十
九
条
第

一
項
関
係
）

十
　
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
四
　
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（昭
和
五
十
五
年
法
律
第
八
十
二
号
）
の
一
部
改
正

第
二
の
五
の
２
及
び
３
並
び
に
六
の
３
の
改
正
に
伴
う
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（附
則
第
六
十
二
条
関
係
）

第
五
　
国
民
年
金
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

（昭
和
六
十
年
法
律
第
二
十
四
号
）
の

一
部
改
正

一　
支
給
事
由
の
生
じ
た
日
が
令
和
十
八
年
四
月

一
日
前
に
あ
る
障
害
基
礎
年
金
、
障
害
厚
生
年
金
、
遺
族
基
礎
年
金
及
び

遺
族
厚
生
年
金
に
つ
い
て
、
直
近

一
年
間
に
保
険
料
未
納
期
間
が
な
い
と
き
は
、
保
険
料
納
付
要
件
を
満
た
し
て
い
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

（附
則
第
二
十
条
及
び
第
六
十
四
条
関
係
）
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あ
る
の
は

「当
該
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
日
か
ら
越
算
し
て

十
五
年
を
経
過
し
た
目
」
と
、

「六
十
五
歳
に
達
し
た
日
」
と
あ
る
の
は

「

当
該
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
計
」
と
す
る
。

６

ｏ
７
　

（略
）

（障
害
基
礎
年
金
等
の
支
給
要
件
の
特
例
）

第
二
十
条
　
初
診
目
が
令
和
十
八
年
四
月

一
日
前
に
あ
る
傷
病
に
よ
る
障
害
に

つ
い
て
国
民
年
金
法
第
二
十
条
第

一
項
た
だ
し
書

（同
法
第
二
十
条
の
二
第

二
項
、
同
法
第
二
十
条
の
三
第
二
項
、
同
法
第
二
十
四
条
第
五
項
及
び
同
法

第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
を
適
用

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
二
十
条
第

一
項
た
だ
し
書
中

「三
分
の
二

に
満
た
な
い
と
き
」
と
あ
る
の
は
、

「三
分
の
二
に
満
た
な
い
と
き

（当
該

初
診
日
の
前
日
に
お
い
て
当
該
初
診
日
の
属
す
る
月
の
前
々
月
ま
で
の

一
年

間

（当
該
初
診
日
に
お
い
て
被
保
険
者
で
な
か
つ
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該

初
診
日
の
属
す
る
月
の
前

々
月
以
前
に
お
け
る
直
近
の
被
保
険
者
期
間
に
係

る
月
ま
で
の

一
年
間
）
の
う
ち
に
保
険
料
納
付
済
期
間
及
び
保
険
料
免
除
期

間
以
外
の
被
保
険
者
期
間
が
な
い
と
き
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。
た
だ
し
、

当
該
障
害
に
係
る
者
が
当
該
初
診
目
に
お
い
て
六
十
五
歳
以
上
で
あ
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2

令
和
十
八
年
四
月

一
日
前
に
死
亡
し
た
者
に
つ
い
て
国
民
年
金
法
第
二
十

七
条
た
だ
し
書
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
た
だ
し
書
中

「三
分
の
二
に
満
た
な
い
と
き
」
と
あ
る
の
は
、

「三
分
の
二
に
満
た
な
い

と
き

（当
該
死
亡
日
の
前
日
に
お
い
て
当
該
死
亡
日
の
属
す
る
月
の
前
々
月

ま
で
の

一
年
間

（当
該
死
亡
日
に
お
い
て
被
保
険
者
で
な
か
つ
た
者
に
つ
い

て
は
、
当
該
死
亡
日
の
属
す
る
月
の
前
々
月
以
前
に
お
け
る
直
近
の
被
保
険

者
期
間
に
係
る
月
ま
で
の

一
年
間
）
の
う
ち
に
保
険
料
納
付
済
期
間
及
び
保

険
料
免
除
期
間
以
外
の
被
保
険
者
期
間
が
な
い
と
き
を
除
く
。
）
」
と
す
る

。
た
だ
し
、
当
該
死
亡
に
係
る
者
が
当
該
死
亡
日
に
お
い
て
六
十
五
歳
以
上

で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（施
行
日
に
お
い
て
六
十
歳
以
上
の
者
に
係
る
国
民
年
金
の
年
金
た
る
給
付

あ
る
の
は

「当
該
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
日
か
ら
越
算
し
て

十
五
年
を
経
過
し
た
目
」
と
す
る
。

６

ｏ
７
　

（略
）

（障
害
基
礎
年
金
等
の
支
給
要
件
の
特
例
）

第
二
十
条
　
初
診
日
が
令
和
八
年
四
月

一
日
前
に
あ
る
傷
病
に
よ
る
障
害
に
つ

い
て
国
民
年
金
法
第
二
十
条
第

一
項
た
だ
し
書

（同
法
第
二
十
条
の
二
第
二

項
、
同
法
第
二
十
条
の
三
第
二
項
、
同
法
第
二
十
四
条
第
五
項
及
び
同
法
第

二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
を
適
用
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
二
十
条
第

一
項
た
だ
し
書
中

「三
分
の
二
に

満
た
な
い
と
き
」
と
あ
る
の
は
、

「三
分
の
二
に
満
た
な
い
と
き

（当
該
初

診
日
の
前
日
に
お
い
て
当
該
初
診
日
の
属
す
る
月
の
前
々
月
ま
で
の

一
年
間

（当
該
初
診
日
に
お
い
て
被
保
険
者
で
な
か
つ
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
初

診
日
の
属
す
る
月
の
前
々
月
以
前
に
お
け
る
直
近
の
被
保
険
者
期
間
に
係
る

月
ま
で
の

一
年
間
）
の
う
ち
に
保
険
料
納
付
済
期
間
及
び
保
険
料
免
除
期
間

以
外
の
被
保
険
者
期
間
が
な
い
と
き
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。
た
だ
し
、
当

該
障
害
に
係
る
者
が
当
該
初
診
日
に
お
い
て
六
十
五
歳
以
上
で
あ
る
と
き
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
令
和
八
年
四
月

一
日
前
に
死
亡
し
た
者
に
つ
い
て
国
民
年
金
法
第
二
十
七

条
た
だ
し
書
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
た
だ
し
書
中

「

三
分
の
二
に
満
た
な
い
と
き
」
と
あ
る
の
は
、

「三
分
の
二
に
満
た
な
い
と

き

（当
該
死
亡
日
の
前
日
に
お
い
て
当
該
死
亡
日
の
属
す
る
月
の
前

々
月
ま

で
の

一
年
間

（当
該
死
亡
日
に
お
い
て
被
保
険
者
で
な
か
つ
た
者
に
つ
い
て

は
、
当
該
死
亡
目
の
属
す
る
月
の
前
々
月
以
前
に
お
け
る
直
近
の
被
保
険
者

期
間
に
係
る
月
ま
で
の

一
年
間
）
の
う
ち
に
保
険
料
納
付
済
期
間
及
び
保
険

料
免
除
期
間
以
外
の
被
保
険
者
期
間
が
な
い
と
き
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

た
だ
し
、
当
該
死
亡
に
係
る
者
が
当
該
死
亡
日
に
お
い
て
六
十
五
歳
以
上
で

あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（施
行
日
に
お
い
て
六
十
歳
以
上
の
者
に
係
る
国
民
年
金
の
年
金
た
る
給
付
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の
特
例
）

第
二
十

一
条
　
大
正
十
五
年
四
月

一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
者
又
は
大
正
十
五
年

四
月
二
日
以
後
に
生
ま
れ
た
者
で
あ

つ
て
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
旧
厚
生

年
金
保
険
法
に
よ
る
老
齢
年
金
、
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
老
齢
年
金
又
は
共

済
組
合
が
支
給
す
る
退
職
年
金

（同
日
に
お
い
て
そ
の
受
給
権
者
が
五
十
五

歳
に
達
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
減
額
退
職
年
金

（同
日
に
お

い
て
そ
の
受
給
権
者
が
五
十
五
歳
に
達
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
受
給

権
を
有
し
て
い
た
も
の

（寡
婦
年
金
に
あ

つ
て
は
、
死
亡
し
た
こ
れ
ら
の
者

の
妻
）
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
十
五
条
及
び
第
十
人
条
並
び
に
国
民
年
金
法

第
二
章
第
二
節
、
同
章
第
五
節
第

一
款
及
び
第
二
款
並
び
に
同
法
第
二
十
七

条
第
二
号
、
附
則
第
九
条
の
二
及
び
附
則
第
九
条
の
三
の
規
定
を
適
用
せ
ず

、
・
旧
国
民
年
金
法
中
同
法
に
よ
る
者
齢
年
金
、
通
算
老
齢
年
金
及
び
寡
婦
年

‐

金
の
支
給
要
件
に
関
す
る
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
年
金
た
る
給
付
の
支
給
要

件
に
関
す
る
規
定
で
あ

つ
て
こ
の
法
律
に
よ
つ
て
廃
止
さ
れ
又
は
改
正
さ
れ

た
そ
の
他
の
法
律
の
規
定

（
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
を
含
む

。
）
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
つ
い
て
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２

　

（略
）

（障
害
厚
生
年
金
等
の
支
給
要
件
の
特
例
）

第
六
十
四
条
　
初
診
日
が
令
和
十
八
年
四
月

一
日
前
に
あ
る
傷
病
に
よ
る
障
害

に
つ
い
て
厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
七
条
第

一
項
た
だ
し
書

（同
法
第
四
十

七
条
の
二
第
二
項
、
第
四
十
七
条
の
三
第
二
項
、
第
五
十
二
条
第
五
項
、
第

五
十
四
条
第
二
項
及
び
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
四
十
七
条
第

一
項

た
だ
し
書
中

「三
分
の
二
に
満
た
な
い
と
き
」
と
あ
る
の
は
、

「三
分
の
二

に
満
た
な
い
と
き

（当
該
初
診
日
の
前
日
に
お
い
て
当
該
初
診
日
の
属
す
る

月
の
前
々
月
ま
で
の

一
年
間
の
う
ち
に
保
険
料
納
付
済
期
間
及
び
保
険
料
免

除
期
間
以
外
の
国
民
年
金
の
被
保
険
者
期
間
が
な
い
と
き
を
除
く
。
）
」
と

す
る
。
た
だ
し
、
当
該
障
害
に
係
る
者
が
当
該
初
診
日
に
お
い
て
六
十
五
歳

以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

::≧

令
和
十
八
年
四
月

一
日
前
に
死
亡
し
た
者
の
死
亡
に
つ
い
て
厚
生
年
金
保

の
特
例
）

第
二
十

一
条
　
大
正
十
五
年
四
月

一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
者
又
は
大
正
十
五
年

四
月
二
日
以
後
に
生
ま
れ
た
者
で
あ

つ
て
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
旧
厚
生

年
金
保
険
法
に
よ
る
老
齢
年
金
、
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
老
齢
年
金
又
は
共

済
組
合
が
支
給
す
る
退
職
年
金

（同
国
に
お
い
て
そ
の
受
給
権
者
が
五
十
五

歳
に
達
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
減
額
退
職
年
金

（同
目
に
お

い
て
そ
の
受
給
権
者
が
五
十
五
歳
に
達
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
受
給

権
を
有
し
て
い
た
も
の

（寡
婦
年
金
に
あ

つ
て
は
、
死
亡
し
た
こ
れ
ら
の
者

の
妻
）
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
十
五
条
及
び
第
十
八
条
並
び
に
国
民
年
金
法

第
二
章
第
二
節
、
同
章
第
五
節
第

一
款
及
び
第
二
款
並
び
に
同
法
第
二
十
七

条
第
四
号
、
附
則
第
九
条
の
二
及
び
附
則
第
九
条
の
二
の
規
定
を
適
用
せ
ず

、
旧
国
民
年
金
法
中
同
法
に
よ
る
老
齢
年
金
、
通
算
老
齢
年
金
及
び
寡
婦
年

金
の
支
給
要
件
に
関
す
る
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
年
金
た
る
給
付
の
支
給
要

件
に
関
す
る
規
定
で
あ

つ
て
こ
の
法
律
に
よ

つ
て
廃
止
さ
れ
又
は
改
正
さ
れ

た
そ
の
他
の
法
律
の
規
定

（
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
を
含
む

。
）
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
つ
い
て
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２
　

（略
）

（障
害
厚
生
年
金
等
の
支
給
要
件
の
特
例
）

第
六
十
四
条
　
初
診
目
が
令
和
八
年
四
月

一
日
前
に
あ
る
傷
病
に
よ
る
障
害
に

つ
い
て
厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
七
条
第

一
項
た
だ
し
書

（同
法
第
四
十
七

条
の
二
第
二
項
、
第
四
十
七
条
の
三
第
二
項
、
第
五
十
二
条
第
五
項
、
第
五

十
四
条
第
二
項
及
び
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
四
十
七
条
第

一
項
た

だ
し
書
中

「三
分
の
二
に
満
た
な
い
と
き
」
と
あ
る
の
は
、

「三
分
の
二
に

満
た
な
い
と
き

（当
該
初
診
日
の
前
日
に
お
い
て
当
該
初
診
目
の
属
す
る
月

の
前
々
月
ま
で
の

一
年
間
の
う
ち
に
保
険
料
納
付
済
期
間
及
び
保
険
料
免
除

期
間
以
外
の
国
民
年
金
の
被
保
険
者
期
間
が
な
い
と
き
を
除
く
。
）
」
と
す

る
。
た
だ
し
、
当
該
障
害
に
係
る
者
が
当
該
初
診
目
に
お
い
て
六
十
五
歳
以

上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
令
和
八
年
四
月

一
日
前
に
死
亡
し
た
者
の
死
亡
に
つ
い
て
厚
生
年
金
保
険
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険
法
第
五
十
八
条
第

一
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は

、
同
項
た
だ
し
書
中

「三
分
の
二
に
満
た
な
い
と
き
」
と
あ
る
の
は
、

「三

分
の
二
に
満
た
な
い
と
き

（当
該
死
亡
日
の
前
日
に
お
い
て
当
該
死
亡
日
の

属
す
る
月
の
前
々
月
ま
で
の

一
年
間

（当
該
死
亡
日
に
お
い
て
国
民
年
金
の

被
保
険
者
で
な
か
つ
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
死
亡
日
の
属
す
る
月
の
前
々

月
以
前
に
お
け
る
直
近
の
国
民
年
金
の
被
保
険
者
期
間
に
係
る
月
ま
で
の

一

年
間
）
の
う
ち
に
保
険
料
納
付
済
期
間
及
び
保
険
料
免
除
期
間
以
外
の
国
民

年
金
の
被
保
険
者
期
間
が
な
い
と
き
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。
た
だ
し
、
当

該
死
亡
に
係
る
者
が
当
該
死
亡
日
に
お
い
て
六
十
五
歳
以
上
で
あ
る
と
き
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
七
十
四
条

　

（略
）

２

・
３

　

（略
）

４
　
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
額
が
加
算
さ
れ
た
遺
族
厚
生
年
金
に
対
す
る

新
厚
生
年
金
保
険
法
第
六
十
五
条

（前
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
六
十
五
条
中

「そ
の
受

給
権
者
で
あ
る
妻
が
当
該
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ

つ
た
者
の
死
亡
に

つ
い
て
国
民
年
金
法
に
よ
る
遺
族
基
礎
年
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
と
き
」
と
あ
る
の
は
、

「当
該
遺
族
厚
生
年
金
が
国
民
年
金
法
等
の

一
部

を
改
正
す
る
法
律

（昭
和
六
十
年
法
律
第
二
十
四
号
）
附
則
第
七
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
額
が
加
算
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
」
と
す
る
。

５

・
６
　

（略
）

法
第
五
十
八
条
第

一
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

同
項
た
だ
し
書
中

「三
分
の
二
に
満
た
な
い
と
き
」
と
あ
る
の
は
、

「三
分

の
二
に
満
た
な
い
と
き

（当
該
死
亡
日
の
前
日
に
お
い
て
当
該
死
亡
日
の
属

す
る
月
の
前
々
月
ま
で
の

一
年
間

（当
該
死
亡
日
に
お
い
て
国
民
年
金
の
被

保
険
者
で
な
か
つ
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
死
亡
日
の
属
す
る
月
の
前
々
月

以
前
に
お
け
る
直
近
の
国
民
年
金
の
被
保
険
者
期
間
に
係
る
月
ま
で
の

一
年

間
）
の
う
ち
に
保
険
料
納
付
済
期
間
及
び
保
険
料
免
除
期
間
以
外
の
国
民
年

金
の
被
保
険
者
期
間
が
な
い
と
き
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該

死
亡
に
係
る
者
が
当
該
死
亡
日
に
お
い
て
六
十
五
歳
以
上
で
あ
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

第
七
十
四
条
　
　
（略
）

２

・
３

　

（略
）

４
　
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
額
が
加
算
さ
れ
た
遺
族
厚
生
年
金
に
対
す
る

新
厚
生
年
金
保
険
法
第
六
十
五
条

（前
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
六
十
五
条
中

「そ
の
受

給
権
者
で
あ
る
妻
が
当
該
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ

つ
た
者
の
死
亡
に

つ
い
て
国
民
年
金
法
に
よ
る
遺
族
基
礎
年
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
と
き
」
と
あ
る
の
は
、

「当
該
遺
族
厚
生
年
金
が
国
民
年
金
法
等
の

一
部

を
改
正
す
る
法
律

（昭
和
六
十
年
法
律
第
二
十
四
号
）
附
則
第
七
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
額
が
加
算
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
」
と
す
る
。

５

ｏ
６

　

（略
）
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